
 
 
 

令 和 ５ 年 1 0 月 6 日 

き く み み 秋 田 

(秋田行政監視行政相談センター)  

 

 

 
 

総務大臣表彰は、永年その職にあり、行政相談委員としての業績が
特に顕著で他の模範とするに足りると認められる委員を表彰するもの
です。 

この度、秋田県内において下記 2 名の委員が、令和 5 年度総務大臣
表彰を受賞（10 月 18 日、京王プラザホテル（東京都）にて授賞式を実
施。）されることとなりました。 

下記日程により、両委員から横手市長へ受賞の報告を行います。 
 

担当区域 受賞委員名（敬称略） 当初委嘱 活動期間 

横手市 

小山
おやま

 誠 一
せいいち

 

（横手市山内） 

平成 13 年 

4 月 1 日 

22 年 

6 か月 

佐藤
さとう

 靖子
やすこ

 

（横手市雄物川） 

平成 23 年 

4 月 1 日 

12 年 

6 か月 

※ 受賞委員のプロフィールは裏面に記載しております。 

 

・日時 令和 5 年 11 月 7 日（火）午後 4 時から 

・場所 横手市役所 3 階応接室 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

《照会先》きくみみ秋田 
(総務省秋田行政監視行政相談センター) 

行政監視行政相談課長 畠山 

電 話：018-824-1426 

メール：akita30@soumu.go.jp 

【行政相談委員とは】 

行政相談委員とは、総務大臣から委嘱を受けた

ボランティアで、住民から苦情や意見・要望等を

受け付け、これを関係行政機関に通知し、その解

決の促進を図る活動を行っています。 

県内では 82 名（各市町村に 1 名以上配置）の

行政相談委員が、相談所（市町村役場、公民館等）

を開設するなどして、地域の皆様からの相談を受

け付けています。 

令和 5 年度総務大臣表彰 

の報告会を行います 



【受賞委員のプロフィール】 

○小 山
おやま

 誠 一
せいいち

 委員（横手市山内） 73 歳 

委嘱期間：平成 13 年 4 月 1 日～ （22 年 6 か月） 

表彰歴：東北管区行政評価局長表彰（平成 27 年 5 月） 

    全国行政相談委員連合協議会長表彰（令和 3 年 5 月） 

活動内容：地域住民の利便性を考慮し、毎月偶数月の休日に市役所山内庁舎

において相談所を開設しているほか、毎年 10 月に開催される地域の文化

祭においても相談所を開設し、行政相談委員制度の広報や市民の困りご

とに耳を傾けている。 

改善事例：「道路を走行していた車がスリップし、脇を流れる川に転落する

事故が発生したのでガードレールを設置してほしい。」との相談があり、

委員は現地確認後、道路管理者に要望した結果、付近で転落事故が 2 回

発生しており緊急的な対応が必要とのことで、100m に渡りガードレール

が設置され、地域住民に大変喜ばれた。 

 

 

 

 

 

 

○佐 藤
さとう

 靖 子
やすこ

 委員（横手市雄物川） 78 歳 

委嘱期間：平成 23 年 4 月 1 日～ （12 年 6 か月） 

表彰歴：東北管区行政評価局長表彰（令和 3 年 5 月） 

活動内容：毎月、市役所雄物川庁舎において相談所を開設

して市民の困りごとに耳を傾けているほか、他の委員と

合同で地元スーパー等において行政相談委員制度の広報を行っている。 

また、毎年、婦人会、老人クラブ、民生児童委員、施設運営委員等を対

象にした行政相談懇談会を開催し、委員制度の広報をするとともに普段

抱えている困りごとを聴き出し、その解決に尽力している。 

改善事例：「住宅地が隣接する道路のＴ字路は、水路があるため特に冬季間

車が曲がりづらいので拡幅してほしい。」との相談があり、委員は現地確

認後、道路管理者に要望した結果、水路の一部を塞ぐ形で拡幅され車がス

ムーズに曲がれるようになり、地域住民に大変喜ばれた。 

 


